
 

 
 

 

 

飯塚市 令和３年５月 

 

 

 

◆ 調査の目的 

飯塚市に所在する事業所における従業員の就業状況を把握し、今後の「男女共同参画社会」実現に向けて

の施策に反映させるために行いました。 
 

◆ 調査の性格 
（１）調査地域 飯塚市全域 

（２）調査対象 市内所在の事業所 １，０００件 

（３）回 収 率 ３２２件（３２．２％） 

（４）抽出方法 飯塚商工会議所、飯塚市商工会及び飯塚医師会の協力により抽出 

（５）調査方法 質問紙法（無記名自記式） 郵送による配布・回収 

（６）調査期間 令和３年１月５日（火）～１月２９日（金） 

※文中の数字は、百分比の小数点以下第２位を四捨五入しているので、回答比率の合計は必ずしも 100％と

はなりません。 

※図表に示すＮは、比率算出上の基数（事業所数）です。数表で、分析項目によっては対象が限定されるため、

全体の事業所数と合わないことがあります。 

※今回の調査は、平成２８年７月実施「飯塚市女性の労働状況に関する事業所調査」と比較分析を行っていま

す。 

 
 

 事業所の概要について  

調査に回答してもらった事業所の内訳をみると、「建設業」「医療・福祉」が約２割、「製造業」「卸売・小売業」が１

割台半ばで、事業所の常用労働者数は「30人以下」が７割台半ばを占め小規模事業所が中心です。 

 

●回答事業所の業種区分                  ●回答事業所の常用労働者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚市女性の労働状況に関する事業所調査 

結果報告書 

建設業

製造業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

不動産業

飲食店、宿泊業

医療・福祉

教育・学習支援業

サービス業

その他

無回答

22.7 

14.9 

1.9 

4.0 

16.1 

1.9 

0.6 

21.1 

0.6 

8.7 

6.2 

1.2 

0 15 30 （％）

【回答は１つ】

全 体（Ｎ=322）

 ダイジェスト版 

30人以下

76.4%

31～50人

6.5%

51～100人

5.6%

101～300人

5.6%

301人以上

5.9% 無回答

0.0%

全 体

（N=322）



事業所の正規従業員の男女比は、女性が35.0％、男性が65.0％と女性は男性を下回ります。パートタイム労働者

は女性が66.1％、男性が33.9％と女性は男性を大きく上回り、非正規雇用者は女性に多くなっています。 

女性の正規従業員が「０人」（いない）を業種別でみると、「建設業」「製造業」が２割台半ば、「サービス業」「運輸

業」が１割台半ばで、男性の正規従業員は「医療・福祉」が４割台半ばと集中しています。 

 

●業種別にみた正規従業員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性管理職の登用状況  

事業所すべての役職者（係長以上）数の合計に占め

る女性の比率は19.7％で、正規従業員数の女性比率

と比べ、女性管理職の比率は低いと言えます。 

「医療・福祉」で女性管理職が「50％以上」は

54.4％で男性を上回っていますが、「建設業」「運輸

業」「製造業」「サービス業」「卸売・小売業」では「０％（いない）」が５～７割を超えて高くなっており、これらの

業種は女性の正規従業者がいない比率が高い業種であり、女性の正規従業員比率と女性管理職の比率は相関関係が

みられます。 

 

●女性管理職の割合 
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0% 25% 50% 75% 100%
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●管理職全体の男女比 
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322   49    186   39    33    12    3      49    230   21    8      10    4      
100.0 15.2 57.8 12.1 10.2 3.7 0.9 15.2 71.4 6.5 2.5 3.1 1.2

建設業 73     1.4 76.7 12.3 9.6 0.0 0.0 23.3 75.3 1.4 0.0 0.0 0.0
製造業 48     8.3 39.6 14.6 25.0 12.5 0.0 25.0 58.3 8.3 4.2 4.2 0.0
運輸業 13     7.7 38.5 7.7 30.8 7.7 7.7 15.4 76.9 0.0 0.0 0.0 7.7
卸売・小売業 52     7.7 61.5 17.3 7.7 3.8 1.9 11.5 76.9 5.8 0.0 3.8 1.9
医療・福祉 68     45.6 42.6 4.4 5.9 1.5 0.0 0.0 70.6 14.7 7.4 7.4 0.0
サービス業 28     10.7 75.0 10.7 0.0 3.6 0.0 17.9 78.6 3.6 0.0 0.0 0.0
その他 36     13.9 58.3 16.7 5.6 2.8 2.8 16.7 69.4 2.8 2.8 2.8 5.6
無回答 4       0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0

標
本
数
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0.7

1.2

19.4

14.3

5.6

20.1

0% 25% 50% 75% 100%

今回調査

（N=304）

前回調査

（N=329）

０％ 0.1～10％

未満

10～20％

未満

20～30％

未満
30～40％

未満

40～50％

未満

無回答50％以上
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0.0 
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建設業

（N=62）

製造業

（N=47）
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（N=51）

医療・福祉
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サービス業

（N=28）

その他

（N=32）
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女性管理職が少ない理由は、「該当する経験、

資質、能力、適性を持った者がいない」「該当す

る資格（社内試験合格者を含む）を持った者が

少ない（いない）から」「管理職を希望する女性

が少ない（いない）から」などがあげられていま

す。平成 28 年７月に実施した同様の調査（以

下、前回調査という）と比べると、「該当する資

格（社内試験合格者を含む）を持った者が少な

い（いない）から」「家庭的責任との関係で仕事

の融通がきかないから」「結婚や出産を機に退職

する女性が多いから」などの割合は増加してい

ます。 

女性管理職が少ない理由には、資質や能力、

意欲（希望）など、女性自身の問題とみなす傾向

は依然として高いですが、資格や家庭責任など

外部的要因を問題とする事業所も増えており、

環境整備によっては女性管理職が増える可能性

もうかがえます。 

 

 

 

 

 女性の活躍推進について  

「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律」の基本原則では、女性の活躍の

ためには男女間に格差がある現状をふまえ、

女性に対する採用、昇進などの機会を積極的

に提供及び活用することと、固定的な性別役

割分担が反映された職場の慣行が及ぼす影

響について配慮すること、また、男女がとも

に職業生活と家庭生活とを円滑、かつ継続的

に両立できる環境整備が求められています。 

女性活躍推進への取組みを「進めている」

事業所は約４割で、「進めていない」事業所

の方が多い結果となっています。女性管理職

がいる事業所では「進めている」割合は、女

性管理職のいない事業所を上回り、また、女

性管理職の比率が高い「医療・福祉」では取

組みを進めている割合は高くなっています。

女性活躍の推進の取組みと女性管理職の有

無は関連していることがわかります。 

取組みを進めている理由は、「優秀な人材

の確保・定着のため」「労働力確保のため」な

どの割合が高く、「労働力確保のため」は企

業規模が小さいほど高く、労働力としての女性への期待が高まっていることが推測されます。 

該当する経験、資質、能力、適性を
持った者が少ない（いない）から

該当する資格（社内試験合格者を含む）を
持った者が少ない（いない）から

管理職を希望する女性が少ない（いない）
から

該当する勤続年数や年齢に達した者が
少ない（いない）から

家庭的責任との関係で仕事の融通が
きかないから

女性管理職のモデル例が少ない（いない）
から

結婚や出産を機に退職する女性が多い
から

男性を管理職に登用するのが慣行である
から

出産、育児、介護等による一時休職が
予想されるから

35.5 

21.0 

20.4 

15.6 

12.9 

12.4 

6.5 

5.4 

1.6 

38.6 

15.2 

22.2 

14.6 

8.2 

12.7 

2.5 

5.7 

1.9 

0 25 50（％）

【回答はいくつでも】

今回調査（Ｎ=186）

前回調査（Ｎ=158）

●女性管理職が少ない理由（女性管理職の割合が 10％未満の事業） 

●女性の活躍促進の取組み状況 

39.4

37.6

54.7

54.3

5.9

8.1

0% 25% 50% 75% 100%

今回調査

（N=322）

前回調査

（N=383）

進めている 進めていない 無回答
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34.6
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35.7
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72.6

52.1
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38.2
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6.8

6.3
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建設業

（N=73）

製造業

（N=48）

運輸業
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卸売・小売業

（N=52）

医療・福祉

（N=68）

サービス業

（N=28）

その他

（N=36）

61.3
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35.8

66.0

2.8
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いない

（N=197）

業
種
別

女
性
管

理
職
の

有
無
別



 育児・介護休業制度について  

育児休業と介護休業は、「育児・介護休業法」に基づき、全ての労働者が事業主に対して請求できる権利と定めら

れており、指針には制度化が求められています。就業規則の記載事項の中で「休暇」に関する項目は必須事項であ

り、育児休業、介護休業、介護休暇の規定は掲載しなければなりません。また、法的に認められている制度でも、

雇用される立場では規定がなければ活用しづらい場合もあり、制度化は必要です。 

就業規則などに育児休業制度の規定を明示し周知していると回答した事業所は約６割と前回調査よりも増えてい

ます。同じく、介護休業制度では５割弱と前回調査より状況は改善されています。しかし、いずれの制度も「30人

以下」の事業所や女性管理職のいない事業所では割合は低くなっています。 
 

●育児・介護休業制度の規定の明示・周知の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パートタイム労働者について  

女性を中心に拡大したパートタイム労働について、適切な雇用管理が行われるよう1993（平成５）年に「パート

タイム労働法」が公布、2020（令和2）年に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行（中小企業は2021年４月

１日）され、正社員との均等待遇の確保のための措置が義務化されました。その対応状況は「規定済、対応済」と

「整備に向けて準備中」を合わせて４割台半ばにとどまり、法律で定められたことへの取組みが不十分な事業所も

少なくありません。 
 

●パートタイム労働者への不都合な待遇差をなくすための規定の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.5 19.3 25.3 15.1 6.6 7.2

0% 25% 50% 75% 100%

全 体

（N=166）
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いることを知らない

無回答
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53.3

34.5
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5.0

6.8
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（N=322）

前回調査

（N=383）

50.8

87.2

97.3

42.7

12.8

2.7

6.5

0.0
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30人以下

（N=246）

31～100人

（N=39）

101人以上

（N=37）

79.2

53.8

18.9

43.1
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3.0

いる

（N=106）
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（N=197）
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47.5

38.6

47.5

56.1

5.0

5.2

0% 25% 50% 75% 100%

36.2

76.9

91.9

57.3

23.1

8.1

6.5

0.0

0.0

65.1

40.6

32.1

56.9

2.8

2.5

【育児休業制度】 【介護休業制度】

明示・周知

している

明示・周知

していない

無回答



 ワーク・ライフ・バランスについて  

「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲章」

が2007（平成19）年に策定さ

れ、性別に関わらず雇用労働者

が家庭的責任を担うための環

境整備に向け、取組みが進めら

れてきました。また、少子高齢

化による労働人口の減少や長

時間労働時間による過労死な

どの問題解決のために、「働き

方改革関連法」が2019（平成

31）年４月から施行され、労働

時間の見直しは事業主の必須

となっています。 

「ワーク・ライフ・バランス」

推進のための取組みについて、

『必要がある』と考える事業所

は６割台半ばと、前回調査より

約10ポイント増えています。 

「ワーク・ライフ・バランス」

推進のための取組みが必要と

回答した事業所は、「従業員の

満足度、仕事への意欲が高まる

ことなどにより、生産性が向上

する」「多様で有能な人材の獲

得や定着が可能となる」などの

理由を上位にあげています。特

に、「多様で有能な人材の獲得

や定着が可能となる」は前回調

査と比べると9.3ポイント増えており、労働力の確保が課題となってきていることがうかがえます。 

実際の取組みは、「仕事の進め方や内容の見直し」「従業員の働き方に関するニーズの把握」「複数の仕事をこなせ

る人材の育成」「経営者の意識改革」「労働時間の見直し」などがあげられ、前回調査と比べるとほとんどの項目で

割合が高くなっており、取組みが進んできていることがわかります。 

 

●取組みが必要な理由（上位５位）             ●具体的な取組み（上位５位） 

 

 

 

 

 

 

 

●ワーク・ライフ・バランス推進の取組みについての考え方 

従業員の満足度、仕事への
意欲が高まることなどにより、

生産性が向上する

多様で有能な人材の獲得や
定着が可能となる

仕事の進め方が合理的に
見直されて効率が高まる

仕事以外の活動に関わることで
得た視点の広がりや創造性が、

企業にフィードバックされる

多様な人材の能力を活かす
ことで、様々なニーズや環境の
変化への対応が可能となる
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28.8 
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14.4 

68.8 

37.2 

24.3 

24.8 

20.6 

0 40 80 （％）

【回答は２つまで】

仕事の進め方や内容の
見直し

従業員の働き方に関する
ニーズの把握

複数の仕事をこなせる
人材の育成

経営者の意識改革

労働時間の見直し

51.6 

38.6 

36.3 

34.4 

30.7 

47.7 

24.3 

28.4 

35.8 

23.9 

0 30 60（％）

【回答はいくつでも】

今回調査（Ｎ=215） 前回調査（Ｎ=218）
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86.8

47.9

12.3

22.9

30.8

25.0

41.2
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36.1

42.5

37.5

38.5

51.9

38.2

42.9

27.8

17.8

18.8

15.4

13.5

10.3

3.6

22.2

12.3

10.4

15.4

1.9

5.9

14.3

2.8

15.1

10.4

7.7

4.4

14.3

11.1

建設業

（N=73）

製造業

（N=48）
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（N=13）

卸売・小売業

（N=52）

医療・福祉

（N=68）

サービス業

（N=28）

その他

（N=36）

18.7

43.6

59.5

42.7

33.3

32.4

17.5

7.7

8.1

8.9

10.3

12.2

5.1

30人以下

（N=246）

31～100人

（N=39）

101人以上

（N=37）

37.7

21.3

36.8

43.7

15.1

16.2

6.6

9.1

3.8

9.6

いる

（N=106）

いない

（N=197）

26.4

20.1

40.4

36.8
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 ハラスメント防止対策について  

2019（令和元）年に、「労働施策総合推進法」が改正され、職場のパワー・ハラスメント対策が法制化され、防

止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になりました。また、セクシュアル・ハラスメント

やマタニティハラスメントの防止対策も「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」の改正により、雇用主

の義務が強化されてきています。 

職場におけるハラスメント防止対策については、「セクハラ」「パワハラ」では約４割、「マタハラ」が３割強の事

業所が取組んでいますが、「30人以下」の事業所や女性管理職がいない事業所では取組みの割合が低い状況です。 

 

●ハラスメント問題についての取組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政への要望について  

男女が共に活躍できる職場づくりを行う

上で、行政に望むことは「保育所、学童保育

（放課後対策）などの子育て支援の充実」

「介護施設などの充実」などが高く、従業員

が子育てや介護、仕事を両立させるために

は、事業所にとって施設の充実はますます

切実となっています。次いで「再就職を希望

する女性と企業のマッチング等の支援」が

あげられており、子育てで仕事を離れた女

性が就労の場に復帰するための行政の支援

は、即戦力を求める小規模事業所では重要

です。また、コロナ禍での働き方の変化やＩ

Ｔ化に応じた情報提供の仕方など、新しい

課題に対しても行政の対応が求められてい

ます。 

 

 

発 行：福岡県飯塚市      企画・編集：飯塚市男女共同参画推進課 
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●男女が共に活躍できる職場づくりを行う上で行政に望むこと（上位 10位） 

保育所、学童保育（放課後対策）などの
子育て支援の充実

介護施設などの充実

再就職を希望する女性と企業のマッチング
等の支援

育児・介護休業者の代替要員確保のための
人材の紹介や派遣

男性の家事・育児・介護等への参加を促す
啓発

リーダーや管理職を目指す女性の能力開発
や意識向上のための研修の実施

企業を対象とした女性活躍やワーク・ライフ・
バランス推進に関する講座・研修会の実施

ホームページ、ＳＮＳなどによる情報提供

企業を対象とした出前型無料セミナーの
実施

在宅勤務（テレワーク）制度の導入支援
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